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平成２８年度（平成２７年度からの繰越分）社会保障・税番号制度 

システム整備事業の実施について 

 

標記については、今般、別紙のとおり「平成２８年度（平成２７年度からの

繰越分）社会保障・税番号制度システム整備事業実施要綱」を定め、平成２８

年４月１日から適用することとしたので、通知する。 

各都道府県知事におかれては、管内市町村等への周知を図るとともに、本事

業の円滑な実施に御配慮いただくようお願いする。 

 



別紙 

平成２８年度（平成２７年度からの繰越分）社会保障・税番号制度 

システム整備事業実施要綱 

 

１ 目的 

 本事業は、社会保障・税番号制度の導入に必要な都道府県及び市町村（特別

区、一部事務組合及び広域連合を含み、後期高齢者医療広域連合を除く。以下

同じ。）の社会保障関係システムの整備を行い、同制度の円滑な施行に資する

ことを目的とする。 

 

２ 実施主体 

 都道府県及び市町村 

 

３ 事業内容 

（１）一般分 

① 都道府県事業 

社会保障・税番号制度の導入に必要な都道府県の生活保護システム、障害

者福祉システム（特別児童扶養手当に係る部分を除く。）、児童福祉システ

ム及び健康管理システム改修における結合テスト、団体内連携テスト等を行

う。 

② 市町村事業 

社会保障・税番号制度の導入に必要な市町村の生活保護システム、障害者

福祉システム（特別児童扶養手当に係る部分を除く。）、児童福祉システム、

国民健康保険システム、後期高齢者医療システム、介護保険システム及び健

康管理システム改修における結合テスト、団体内連携テスト等を行う。 

（２）国民年金・特別児童扶養手当分 

① 都道府県事業 

社会保障・税番号制度の導入に必要な都道府県の障害者福祉システム（特

別児童扶養手当に係る部分に限る。）改修における結合テスト、団体内連携

テスト等を行う。 

② 市町村事業 

社会保障・税番号制度の導入に必要な市町村の国民年金システム及び障害

者福祉システム（特別児童扶養手当に係る部分に限る。）改修における結合

テスト、団体内連携テスト等を行う。 

 

４ 経費の補助 

本事業の実施に要する経費については、別に通知する「平成２８年度（平成

２７年度からの繰越分）社会保障・税番号制度システム整備費の国庫補助につ

いて」（平成２８年５月９日厚生労働省発政０５０９第２号。厚生労働事務次

官通知）の別紙「平成２８年度（平成２７年度からの繰越分）社会保障・税番

号制度システム整備費補助金交付要綱」により、予算の範囲内で補助するもの

とする。 


